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意見（全文） 区の考え方 
計画本文等 

の修正 

１ 食品添加物について 

アメリカで使用禁止

となった着色料「食用赤

色３号」について、今後

日本でも使用禁止にな

る可能性はあるのか。 

食品添加物の指定や使用基準の設定等

に関する食品衛生基準行政については、

消費者庁が所管しています。 

消費者庁は、食用赤色３号について、

「米国における決定の内容を精査し、米

国以外の諸外国における動向なども踏ま

え、科学的な見地から食用赤色３号の食

品添加物としての使用について検討して

いく予定。」としており、現時点では、「通

常の使用の範囲内では安全性上の懸念は

ないと考えている。」としています（令和

７年２月 18日現在）。 

区としても、国の動向を注視し、適宜

情報提供に努めてまいります。 

なし 

 


